
PDF issue: 2024-10-06

企業の環境政策

堀内, 行蔵

(出版者 / Publisher)
法政大学経営学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
経営志林 / The Hosei journal of business

(巻 / Volume)
31

(号 / Number)
4

(開始ページ / Start Page)
39

(終了ページ / End Page)
52

(発行年 / Year)
1995-01-30
(URL)
https://doi.org/10.15002/00003405



3９ 

企業の環境政策

堀内行蔵

このような直接規制の重視に対して，価格メカ

ニズムを利用する課税方式はほとんど採用されな

かった。課税方式の例としては，SOx排出量賦

課金，航空機騒音に関する特別着陸料金が設定

されただけである。前者は，1974年の「公害健康

被害補償法」にもとずき，各事業所に対しその

SOx排出量に応じた課税（賦課金）を行い，そ

の収入を公害の被害者である公害病認定患者の医

療費，逸失所得，遺族補償などに充当する，とい

う世界的にみても画期的なものであった。この具

体的内容をみると，各指定地域ごとにSOx排出

量に比例して賦課金料率が定められており，１９７９

年度では最も厳しいＡ地域の1,293円／Ｎｍ３から

最も規制の緩やかな地域の72円／Ｎｍ３まで大気

汚染の状況に応じて格差が設けられていた（表ｌ

参照)。

これに対し，直接規制をクリアーするために企

１公害問題から地球環境問題へ

1960年代後半になると公害が深刻な社会問題と

なった。当時環境悪化は著しく，政策の重点はこ

れを短期間に改善することにおかれた。このため，

日本の公害防止政策は，直接規制を重視した点に

その特色がある。日本では，世界的にみて厳しい

環境基準（政策目標）を設定し，その達成のため

に，汚染の大半を占めている大規模事業所を対象

にして排出規制が適用された。さらに国の設定し

た基準に地方自治体が条令により独自に上乗せを

行なった。また地方自治体は，主要工場と個別に

公害防止協定を締結する例が多くみられた。一方

SOx（硫黄酸化物）については，政令・条令によ

り，濃度規制に加え総量規制が導入された。さら

に，直接規制の一例として使用燃料（S分，ＬＮＧ

など）の規制も行なわれた。

表11979年度汚染負荷量賦課金賦課料率

(資料）環境白書（1980年度版）

(注）（）内の千円／tはＳＯ２換算で行なった。１Ｎ㎡＝1.429kｇ

指定地域 その他地域

Ａ地域1,293.30円／Ｎ㎡（905千円／t）

大阪市，豊中市，吹田市，守口市，東大阪市，八尾市，堺市

尼崎市,のうちの指定地域

Ｂ地域646.65円／Ｎ㎡（453千円／t）

東京都，横浜市，111崎市，名古屋市，東海市，四日市市，楠町

のうちの指定地域

Ｃ地域581.98円／Ｎ㎡（407千円／t）

神戸市のうちの指定地域

Ｄ地域517.32円／Ｎ㎡（362千円／t）

千葉市．富士市のうちの指定地域

Ｅ地域452.65円／Ｎ㎡（317千円／t）

倉救市，玉野市，備前市，北九州市，大牟田市のうちの指定地

域

7185円／Ｎ㎡

(50千円／t）
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業が負担した公害防止費用を電力会社の排煙脱硫

装置を例にとってみると，ＳＯｘ排出量ｌＮｍ３減

少のための費用（固定費を含む平均費用）は，

2,100～3,400円となっていた（表２参照)。企業

表２SOx排出量１ＮITI減少のための費用

㈹１．発電所の年間稼働率は70％とした。

２．年経費は排煙脱硫装適の設置年における初年度総原価（固定費十変動費）である。
（資料）堀内（1981）

の費用は，課税と直接規制のコストの和だけ増力Ⅱ

する。理論的にいえば，この費用和が社会的限界

費用を表すこととなる。いずれにせよ，直接規制

のコストは，課税を大きく上回っていたのである。

課税ではなく直接規制が重視されたのは，環境改

善が緊急の課題となっていたため,}公害解決に要

する時間をできるだけ短縮する必要があったため

である。直接規制のコストが高かったのは，その

ような当時の人々の深刻な被害状況（社会的費用）

を反映したのであり，時間コストの最少化政策と

は，社会的費用の割引現在価値の鹸少化を目指す

直接規制中心の政策であったのであるliM)。

1970年代の公害問題は，結論として，緊急措置

がとられた分野（SOx，粒子状物質，ＣＯ，PCB，

カドミウム，水銀）での環境改善は著しかったと

いえよう。そして昨厳しい環境規制は企業の技術

革新を促し，日本の公害対策技術は世界最先端の

ものとなった。しかし，それ以外の分野をみると，

対策の遅れを反映して，ＮＯｘ（窒素酸化物）に

よる大気汚染，地下水・土壌・湖沼の汚染，騒音

などは依然として問題になっている。

公害問題に触発された面はあるが，より重要な

のは石油ショックの勃発である。これを契機に人々

はエネルギー資源の枯渇や地球の環境容量の限界

を強く意識するようになった。1980年代に入ると

地球環境問題がクローズアップされてきた。その

典型は，地球温暖化問題である。この問題は技術

的解決がかなり困難である。そして，たとえ世界

が温暖化問題を乗り越えたとしても，その後には

別の地球規模での問題が生じると思える。これか

らの産業活動，消費活動を考えるとき，地球は有

限であるということを常に頭のなかに入れておか

なければならないのである。

地球温暖化についてみると，温室効果ガスとよ

ばれる二酸化炭素やメタンなどの大気中濃度が上

昇した結果，地球の大気温度は産業革命以降上昇

を続けている。国連のIPCC（Intergovemmental

PanelonClimateChange，1990）の報告によれ

ば，このままの経済活動が続くと大気温度は産業

革命以前の水準に対し2025年には約２℃，２１世紀

末には約４℃上昇すると予想されている。地球の

大気温度が平均して２～４℃上昇すると，人類は

かって経験したこともない著しい温暖気候に苦し

められるであろう。大気温度は，かっての氷河期

の最寒冷期では現在よりも５～６℃低いだけであ

り，温暖な間氷河期ではほぼ現在に近かったと推

察されている。したがって，２１世紀に予想される

温度上昇は，きわめて大きな影響を与えるであ

ろう。

地球温暖化の影響は，海洋面の上昇となってあ

らわれる。このため，海岸沿いの都市や住民は，

深刻な影響を受ける。このようなところでは，台

風の影響も大きくなる。また海岸線沿いの植物や

植生も変化する。地球温暖化は，気象条件を変化

させる。異常気象は，農業，林業，水産業に深刻

な影響を与えるであろう。このため，温暖化によっ

て引き起こされる被害は地球全体に及ぶとともに，

現在の人々だけでなく，将来の人々も重大な影響

発電所

号機
出力

排脱

スケール

脱硫

効率
設置年

工馴賀

(億円）

年経費

(億円）

ＳＯｘ排出獄の減少

(排脱前→排脱後）

単価

(円／Ｎ㎡）

同左

(千円／t）

Ａ 35万kＷ 1／４ 90％ 1978 2３ ９ 
59Ｎ㎡／Ｈ

(７０→１１） 
2,600 1,800 

Ｂ 6０ 3／４ 9０ 1982 7８ 3９ 
189 

(210→２１） 
30400 2,400 

Ｃ 5０ 1／２ 9０ 1980 6５ 3９ 
300 

(333→３３） 
2,100 1,500 
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を受けると予想される(朧2)。 認識は遅れがちになろう。また，温室効果ガスの

それでは，最近問題となっている地球環境問題排出は，そのすべてが企業の生産活動によるもの

を従来の公害問題と比較してみよう。図ｌでは，ではないため，企業の取り組みも遅れがちになる

横軸が被害の及ぶ範囲，縦軸は被害が直接的か間う。これに対し，1970年代の公害問題は，直接的

接的かを示してある。地球温暖化を例にとれば，かつローカルであったため，世論が急速に高まつ

被害は地球全体に及ぶが，温室効果ガスである二た。図ｌをみると，最近ではオゾン層の破壊や廃

酸化炭素，メタンなどは直接人体に被害を与える棄物の増加のように問題が直接的かあるいはロ

のではなくその影響は温暖化を通して間接的にあ－カルなものにも，人々の関心が高まる傾向が

らわれる。このため，温暖化問題に対する人々のある。

図１環境問題の性質

（被害の形態）

第１種の誤り，後者は第２種の誤りといい，誤っ

た判断はregret（後`悔）を伴う。

表３noregretpolicyの評価

さらに，地球環境問題が従来の公害問題と異な

るのは，問題が遠い将来に顕在化することであろ

う。地球温暖化は将来起こるとしても，その時期

や程度について不確実性があることは事実である。

このため，温暖化対策について見解が分かれる。

ここで，「温暖化は深刻である」という仮説をた

ててみよう。このように仮説をたてて行動する場

合，われわれは２つの誤った判断をすることがあ

る。１つは，仮説が真（正）であるにもかかわら

ずその仮説を棄却する場合である。もう1つは，

仮説が偽（誤）であるのにその仮説を採択し行動

する場合である。表３に示されるように，前者は

ヨーロッパの人々は「温暖化は深刻である」と

いう仮説にもとずいて行動している。「深刻であ

る」という仮設を支持する背景には，温暖化が及

仮説：

温暖化は深刻

仮説を採択：

早めに対策をする

仮説を棄却：

対策は後に延ばす

其（正）

正しい決定

(ヨーロッパ型）

第１種の誤I）

(regret） 

偽（誤）

第２種の誤り

(regret） 

正しい決定

(米国型）
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ぼす被害が大きく，かつ将来の被害を現在時点で

評価する割引き率は低い，という理由がある。し

たがって，ヨーロッパでは温暖化対策は積極的に

早めに実施しようとしている。これが，ヨーロッ

パ流の“noregretpolicy0’なのであ}〕，第１種

の誤りを避けようとしているのである。これに対

し，レーガン・ブッシュ時代の米国は，温暖化

対策に消極的であった。この背景には，エネルギー

産業が消極的であったことがあげられるが，「温

暖化は深刻である」という仮説は偽（誤）である

という判断もあったと思える。温暖化の被害を少

なく推定し，人々のマイオピックな性癖を反映し

て高い割引き率が適用されたのである。このため，

米国政府は第２種の誤りを避けるため温暖化対

策を先送りしたのである。これが，米国のいう

“noregretpolicy”なのである。|可じ``noregret

policy”でも，内容は正反対だったのである(lk3)。

地球温暖化には不確実なところがあるが，その

影響には不可逆的なところがあり，かつ問題の深

刻さに気付くのが遅れる可能性が高いことを考え

ると，ヨーロッパ流の‘Inoregretpolicy，,を採

用するのが賢明な政策といえる。

また，制定済み企業の割合は，製造業で59％と高

く，売上高が大きいほど高い（売上高が１兆円以

上では82％)。経営方針にもとずいて新しい経営

組織が生まれる。環境庁の調査によれば，環境問

題の担当組織を設置している企業は全体の63％

(製造業は78％）に達している。ここでも設置比

率は，売上高が大きくなるほど高まり１兆円以上

の企業では82％となっている。設置時期は，７０年

代が21％となっているが，９０年代は61％と圧倒的

に多くなっている。７０年代に設置されたのは当面

の緊急的な公害対策のためであったが，これに対

し90年代に設置されたのは環境問題全般を担当す

るようになっている。

このように，最近環境問題に対する企業の対応

は進んでいるが，まだ十分とはいえない点もある。

まず問題なのは，環境問題担当部署の社内での位

置付けをみると，社長直属の全社スタッフ機関と

なっているのは全体の29％と低く，総務・管理部

門や製造部門といった他部門の一部に留まってい

る例が多い。このことは，地球環境問題に対する

経営者の意識が十分に高まっていないことを示唆

している。

次の問題は，環境問題担当組織の設置目的であ

る。環境庁の調査によれば，「情報収集｣，「規制

基準の遵守の徹底化｣，「社員の環境教育・環境保

全意識の向上｣，「社内で決めた環境目標の徹底化」

といったことが主な目的となっている。これは，

監査・点検といった社内体制の充実を目指すもの

である。これに対し，消費者へのＰＲ活動である

｢自社の環境対策に関する広報活動｣，ライフサイ

クル的環境保全の一環としての「生産計画，商品

設計段階での環境配慮の促進｣，エコビジネスを

生み出す「新たなビジネスチャンスの発掘」といっ

た業務はあまり多くない。全般的にみて，この組

織は，新たな環境に対し企業全体を方向転換させ

るにはまだ十分に主体的影響を発揮してはいない

と思われる。

第３の問題は，経営目標にある。表４によると

｢オゾン層破壊物質の使用抑制・全廃｣，「廃棄物

の削減・抑制」は優先度が極めて高く，「省エネ

ルギーの推進｣，「リサイクルの推進」も優先的目

標である。ところが「温暖化の防止｣，「熱帯雨林

の保護」といった地球環境問題を目標にする割合

２日本企業の対応

地球環境問題に日本の企業がどのように対応し

ているかを，企業ヒアリングやアンケート調査を

もとに検討してみよう。

1990年代に入り企業の環境保全のための経営体

制は急速に整備されている。地球環境問題は企業

経営に重大な影響を与えるものであり，この問題

に対しては，トップの決断が最も重要となってい

る。経営者が明確なビジョンを持ち，経営者の意

図が経営理念・方針となって明文化され，それに

もとずき経営目標・行動計画が作成され，経営組

織が改変されることが必要となる。トップ主導の

全社的な活動が要請されるのである。この一連の

動きを環境庁の「環境にやさしい企業行動調査」

(1993年９月実施）によってみてみよう(注`)。

環境庁のアンケートによると，環境に関する経

営方針を制定している企業は，全体の48％となっ

ている。このうちの85％は90年以降に制定した企

業であり，最近急速に制定する企業が増えている。

Hosei University Repository
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表４具体的目標の設定状況（単位：％）(よ箸し〈低い。２１世紀に大問題となると予想ざれ

具体的標の内容設定定量時期ることについては関心が低い。なぜ長期的な問題
オゾン層破壊物質の使用抑制･全廃７６．５７７．１８３．９ に対して十分な考慮を払わないのか，あるいは払
廃棄物の削減．発生抑制７５．７７９．８６ｑｌ

おうとしても払えないのかが問題となっているの
省エネルギーの推進６６．８７０．４５５．８

である。
リサイクルの推進62.754.247.O

このような結果は，表５の国連（1993）が世界社内の環塊管理体制の整備４７．８１５．７２７．４

省資源の推進45.142.133.0の多国籍企業を対象にしたアンケート調査にもあ
汚染物質の排出抑制３９．２５８．９３６．２らわれているIil:`１．伝統的な環境問題のうち廃棄

温暖化の防止２５．４５１．６４０．９ 物処理は最も重視されている。とりわけリサイク
社内研修の実施２３．１２１．２２６．０

ルに関心が集まっている。これは廃棄物処理費用
社会貢献活動の実施２３．１９．５１１．３

の急増と規制の強化が影響しているためであろう。
熱帯雨林の保護１０．４５０．０３９．４

次に，水質・大気・騒音・土壌の汚染が問題となっ
（資料）環境庁「環境にやさしい企業行動調査」

ている。省エネなどのエネルギー対策に対する優（平成５年度）

表５企業の経営政策の優先度（環境，健康，安全，持続可能な開発について）

(回答率：％）

優先度の高い分野

エネルギー関連

エネルギーを有効に使う生産の研究開発

エネルギー供給確保のための政策

再生不可能資源の節約のための政策

省エネルギー

健康･安全関連

70.7 

67.7 

54.4 

54.0 

従業員の健康と安全

事故防止

緊急時の対策

危険に関する評価手続き

伝統的環境問題

67.5 

60.3 

58.0 

56.9 

48.1 

47.2 

41.1 

31.2 

水質汚染

大気汚染

騒音

土壊汚染

廃棄物の処理

リサイクル

廃棄物処理手続き

廃棄物処分政策

廃棄物削減技術

84.5 

56.3 

51.6 

48.7 

優先度の低い分野

純粋に「持続可能な開発」活動

企業資産としての植林計画

温室効果ガス発生抑制のための研究開発

再生可能エネルギー資源の使用

絶滅のおそれのある生物種の保存

生物の多様性の維持

途上国の湿地･熱帯雨林の保護対策

40.4 

30.1 

22.0 

15.8 

10.1 

９．２ 

(賓料）国連（1993）
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先度も高い。これに対して，途上国の事情まで考り行なわないという受動的な企業もある。大企業

慮した純粋に「持続可能な開発」を優先する度合をはじめとし日本の企業の多くはこの範畷に入る

いは低い。ただし，企業資産としての植林政策とであろう。

温室効果ガス抑制のための研究開発はやや優先ざこれをまとめたのが図２である。横軸は，環境

れている。植林政策についてみると，欧米と比べ問題に対する企業の取り組み姿勢を示しており，

日本の企業はそれを温暖化問題と結びつけている右にいくにしたがって積極的になる。企業の取り

という特徴があるが，日米欧の企業ともそれを生組み度合いは，市場がどの程度競争的かという企

物の多様性の維持の問題と関連ずけているものは業環境と企業が社会的責任をどの程度重視してい

少ない。るかという経営方針に依存している。市場で安定

ところで，一般的にいって環境問題に対する企的な位慨を占め，社会的責任を強く意識する企業

業の対応はさまざまである。自発的に環境問題には，積極的に取り組むであろう。しかし，この２

取り組み，国や地方自治体の規制以上の環境を維つの要因のどちらかでも欠けるならば，企業の対

持している企業がある。Ｓｃ・ジョンソン社の日応は消極的になろう。縦軸は環境がどの程度良好

本法人で洗剤，エアゾールの製造販売を行なう日に維持されているかを示しており，上にいくにし

本ジョンソン社は，排水や大気汚染に関し工場のたがって環境対策が十分に行なわれていることに

ある神奈川県や大磯町が設定した規制値を大きくなる（社会的費用が内部化されている)。

下回る実績を示している。自然と調和するために，［Ｉ］のところには，環境保全に対する社会的

コストや効率がある程度犠牲になっている面があ責任を強く意識し自発的に環境対策を行なう企業

る，と言われている(陛曲。これに対し，規制がなが含まれる。場合によっては，環境をてこにして

いため環境対策を一切行なわない企業もある。零エコ・ビジネスに進出する企業もあろう。さらに

細企業の多くはこのような状況にある。その中間進んで，地球環境問題を先取りし，積極的に対応

に，規制はクリアーするがそれ以上の対策はあまする企業もあろう。数は極めて少ないが世界の先

図２企業の取り組み姿勢

（理境の状態）

ヨ際的統一基準宝UFT水巫
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端的企業のなかにはこの［Ｉ］の右上に位置する

企業がある。このような企業は，社内で国際的な

統一基準を採用し，途上国でも先進国並みの厳し

い基準で生産を行なっている。

［Ⅱ］のところには，環境に対する取り組みは

受動的だが，環境対策は十分に行なっている企業

がある。これは，日本の多くの大企業でみられる。

国や地方自治体の規制は厳しかったが，それに対

応して日本の企業は世界最先端の公害防止技術・

省エネルギー技術を確立している。ただし，この

ような企業は，環境規制の緩やかな途上国では現

地の基準で生産を行なうということになりがちで

ある。［Ⅲ］のところには，規制がないため環境

の悪化をもたらすような生産を続ける企業が含ま

れる。この事例として，途上国の地場企業，世界

統一基準を持たない多国籍企業，日本国内の多く

の零細工場などがあげられる。

地球環境問題は，さまざまな経済活動の結果生

じている。この問題の解決には，単に政府が規制

を強化すれば事足れりというわけにはいかない。

企業の自発的な対応が求められているのである。

そのためには，企業経営は［Ⅲ］から［Ⅱ］へと，

[Ⅱ］から［Ｉ］へと移行しなければならない。

しかし，先のアンケート調査でも明らかなよう

に，日本の企業の地球環境問題に対する取り組み

はまだ十分とはいえない面がある。その理由は，

まず第１に日本の企業はポトムアップの経営で成

功してきたため，トップダウンの経営には馴染ん

でいないことがある。第２に，企業の環境対策は

公害規制にもとずいて行なわれたため，行政サイ

ドの行動を待っている面が強い。日本を代表する

優良企業でも，われわれのインタビューに対し

｢業界が主導的に環境対策を実施するのには限界

があり，行政側の明確な意思決定が望ましい」と

述べている。これには，次の要因も影響している

と思える。すなわち第３として，企業環境の問題

として企業間競争が厳しいことがあげられる。表

6の日本開発銀行のアンケート調査（1992年８月

実施）によると，地球環境問題に取り組む際の障

害としては，「資金負担が大｣，「対策費の価格転

嫁が困難」という回答が最も多く，とくに製造

業では３分の２の企業が価格転嫁が困難となって

いる(注7)。

表６地球環境問題に取り組む際の障害

（全産業平均）

資金負担が大きい

対策費の価格
転嫁が困難

技術的に困難

消費者の理解

環境基準が暖味

その他

ない

Lm58.2％ 

臣iiII…
。10.6％

０２０４０６０８０ 

（資料）開銀「調査」（1993年５月）

このようにみると，地球環境問題に対して，企

業経営そのものが変革される必要があると同時に，

そのような変革を容易にする企業環境の整備も重

要になってくる。次にこの点を考察してみよう。

３２１世紀型の企業経営

３－１持続可能な開発と企業経営

３－１－１持続可能な開発とは

1980年代に入ってから，オゾン層の破壊や温暖

化問題といった地球環境問題が真剣に議論されは

じめた。現在問題となっているのは，有限な資源

のもとで世界全体が発展を続けるためには，先進

国と発展途上国との利害対立をどう調整するか，

また現代世代と将来世代との間の公平をどう調整

するかという点であろう。前者は「世代内」の問

題であり，途上国は現在の環境問題は先進国が引

き起こしたものであると主張するのに対し，先進

国は環境の悪化を防ぐためには後進国の経済成長

は抑制されるべきだと主張している。また，後者

は「世代間」の問題であり，現世代の人々が資源

を浪費すれば，後世代の人々は環境悪化と資源不

足で苦しめられることになる。

この問題に対し重要な方向性を示すのが，「持

続可能な開発（sustainabledevelopment)」とい

う考え方である。持続可能な開発とは，国連総会

の決議にもとずき設立されたプルントラント委員

会（環境と開発に関する世界委員会：ＷＣＥＤ）

が，1987年にまとめた“ＯｕｒＣｏｍｍｏｎＦｕｔｕｒｅｉ’
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という報告書においてはじめて用いられた概念で

ある。それは，「将来の世代の欲求を充足する能

力を損なうことがないように，今日の世代がその

欲求を満たすような開発」を基本とする考えであ

る。この考えにしたがえば，環境保全と開発とは

二者択一の問題ではなく，両者は補完的関係にあ

るのである。1992年の地球サミットでは，持続可

能な開発という考えに沿って，「環境と開発のた

めのリオ宣言」やその行動計画としての「アジェ

ンダ21」が採択され，国連内に持続可能な開発委

員会が設立された。

持続可能な開発を実現するためには，さまざま

な形で先進国から発展途上国への国際協力が必要

となろう。それには，ＯＤＡのような政府レベル

の経済協力から草の根的なＮＧＯのような民間レ

ベルの協力もあろう。そして，民間企業の環境技

術の穂極的なトランスファーにも期待が高まって

いる。このような国際協力に加えて，先進国の企

業経営は環境問題をより一層重視するように要請

されよう。先進国の企業がどのように対応するか

は，持続可能な開発にとってきわめて重要である。

そのような企業経営とはどのようなものか，とい

う点が問われているのである。

的地位を表す指標であり，個人の満足を高める基

本的手段である。

・貯蓄に対して十分な金銭的収益が得られれば，

貯蓄主体は，だれがどのようにその貯蓄を運用し

ようとも問題にしない。

以上の６点が，持続不可能な開発のもととなっ

ている考えである。それでは，これに取って代る

新しい考え方は，どのようになるのだろうか。持

続可能な開発を支える考えとして，デイビスは次

のような企業経営を提案している。

①事業の基本的目的は，市場ならばどれでもよ

いというのではなくある限定した市場の必要を満

たすために，財貨・サービスを提供することである

(無差別の金銭的取引の拡大は慎むべきである)。

②目的を十分に達成している事業は，継続する

ことが保証されるべきである（継続性という概念

が重要)。

③株主と同じように，株主以外のステーク・ホー

ルダー（企業の利害関係者：従業員，消費者，地

域住民，取引相手など）の経済的厚生も考慮され

なければならない。

④企業がある技術を採用するときには，それに

よって環境の質が高まり，生態的バランスがよく

ならなければいけない。

⑤あらゆる種類の廃棄物は最少化しなければい

けない。そして，バイオマス，水力，風力，太陽

などの再生可能なエネルギーや再利用可能な物質

は，可能なかぎり多く使われるべきである。

⑥企業はすべての資源を所有してはいない。企

業は，資源を最善に使用するよう，地域に代わっ

て資源の管理を委託（trust）されているのであ

る。したがって，企業には市民としての責任があ

る（citizenshipresponsibilities)。

⑦経営者も従業員もビジネス・ゲームの当事者

である。彼らは，能力の限界までゲームに参加で

きるようにすべきであり，尊厳と誇りをもって自

分は企業の所有者であるという感覚をもつべきで

ある。

③事業の単位は，効率の維持が許すかぎり，で

きるだけ小さくすべきである。

⑨企業はダイナミックに技術革新を進めなけれ

ばならない。人的技能と技術を最善に活用し，す

べての事業において卓越し質を高めなければいけ

３－１－２企業経営の全面的な転換

持続可能な開発という観点からすると，経済成

長の原動力となっていたこれまでの考え方は大き

く変わる必要がでてきた。従来の考え方の延長に

は持続不可能な成長しかないのである。Ｊ・ディ

ビス（1991)は，これまで当然として受け入れら

れてきた考えとして，次のようなものを列挙して

いる(注8)。

・金銭的取引は無差別的に拡大し，それはすべ

ての人に利益と繁栄をもたらす。

七自然資源は無限にあり無条件で開発できる。

環境も，その許容能力は無限であり，あらゆる人

間活動にも耐えられる。

・資本集約的な製造業は，労働集約的な修理や

修復といったサービスよりも常に効率的で生産的

である。

・適当な金銭的報酬があれば，それだけで労働

者は満足する。

・人々の財産欲には限りがない。財産は，社会
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ない。

⑩長期的投資は短期的投資と同じウエイト（重

要性）を置くべきである。

⑪企業の役員は，以上の考えを反映した経営方

針に従わなければならない。

この11の経営指針をもとに，その背景にある経

済的合理性を検討してみよう。

まず第１に，「市場の失敗」で表されるように，

外部性や将来の不確実性のため，現在の市場価格

は資源配分を最適化するようには形成されていな

い可能性が高い。このため，現行の価格体系をも

とにした企業の自由な行動には問題がでてくる。

企業活動の範囲は無制限ではなくなることになる。

枯渇性エネルギー（石油，石炭，天然ガスなど）

や資源を大量に使う開発は，たとえ収益が高くて

も制限されることが望ましい。そして使い捨てで

なく､repair（修理)，reconditioning（修復)，

reuse（再利用)，recycling（リサイクル）という

4つのＲのサービス業を最大限活用すべきである。

さらに，地球にやさしい企業活動を促進するため

には，貯蓄主体である個人や地域住民の意識が十

分に反映する形で貯蓄資金が投資に向かう必要が

ある。現在支配的な金融システムでは，現在の市

場価格にもとずく金銭的なリターンだけが問題と

なっている。このため，採用される投資プロジェ

クトが持続可能な開発に適合しているとは限らな

いのである。

第２には，企業の環境政策の成否は従業員の姿

勢と密接に関連している。そのためには，従業員

の環境プログラムに対する積極的参加を促進する

インセンテイブが必要になる。従業員が経済的報

酬に加えて仕事のなかに充実感や達成感が得られ

るようになることが大切なのである。そして，従

業員が環境問題に強い関心をもつ企業は，通常生

産性も高いと言われている。ここで，一つ興味あ

るのは，ジョンソン．アンド・ジョンソン社であ

る。この例は，企業の環境政策と従業員の参加意

識の間には密接な関係があることを示している。

同社の信条には､上記の③，⑦，⑨が明示されて

いる。さらに，この信条によれば，企業は顧客第

一，次いで従業員，三番目が地域社会で，最後に

株主に対して責任を負うとなっている。

第３は，企業の社会的責任についてである。欧

米の企業では，株主の利益を最優先してきた。し

かし，雇用の維持，消費者の満足度の向上といっ

たことに加え，環境問題との関連では，企業は，

消費者や地域住民に代わって，大気，水，土製な

どの共通財産の管理人としての責任（stewardship

obligation）を負うようになるであろう。

第４は，事業採算をみる指標が問題となる。た

とえば，投資プロジェクトの評価に使われる現在

価値法（pvm）には問題が多い。現在価値法で使

われる割引き率は利子率と関連すると考えられる。

したがって，長期的な投資プロジェクトの場合，

将来の収益や費用を割引くということは，「この

プロジェクトが続く間は，マクロの経済成長が続

き利子率は正である」ということを想定している

ことになる。しかし，環境やエネルギーの制約が

厳しくなれば，持続可能な開発を維持するために

は経済成長を抑制しなければならなくなろう。そ

のような事態を意識しないで成長を高く見込めば

利子率を高くみてしまい将来の事象を低く評価し

てしまうであろう。同様なことは，国民全般の意

識がマイオピックになると生じてしまう。いずれ

にせよ，先の４Ｒサービスとの関連では，製品の

製造コストの最少化ではなく，社会的費用を含め

た製品のライフサイクル・コストの最少化が考慮

される必要があり，この点で，割引き率が高くな

るのは資源配分上好ましくない。このことは，環

境問題が将来非可逆性の強い被害を引き起こす可

能性のある時は重要である。現在価値法による評

価にあたっては，将来生じるであろう社会的費用

を過小評価しないように割引き率を十分検討する

ことが必要であろう。

第５に，経営がうまくいっていない企業が，環

境を重視することはまれである。環境問題につい

て積極的に対応する企業は，収益性が高く経営内

容のよい企業である。経営状態がよいから環境対

策ができるという面もあるが，Ｆ、ケアンクロス

(1992)は，「環境を真剣に考える企業は，生産工

程や生産物だけでなく，経営方式そのものまでも

変えるものである」と述べている肱'１。先端的企

業の経営は，トータル・クオリテイ・コントロー

ル（ＴＱＣ）から環境の質を考慮したトータル・

クオリティ・マネジメント（ＴＱＭ）へと転換し

ているのである。このような企業では，上記の⑪
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にあるように企業のトップがしっかりと資任を果

たしている。取締役会の全面的な指示を得て環境

に関する企業の理念や方針が明示されるのである。

そのもとに，詳細な企業行動計画が作成され，実

績と比較して計画の実現度が定期的に監査される

のである。これは，いわゆるトップ主導の経営で

あり，これまでの日本の企業が得意としたポトム

アップの経営とは大いに異なるのである。

このように，環境を重視した企業経営は，トッ

プ主導の従業員参加型で消費者や地域住民を一層

意識したものとなり，これまでの経営とは大いに

異なるであろう。企業のりオリエンテーションが

必要となっている。

対策に亜大な影響を与えることが予想される。ISO

のほかにも，産業別の貿易協会，化学工業協会

(ＣＭＡ)，国際商工会議所（ICO）なども自主的

な国際的指針を定めている。さらに，地球温暖化

の防止のために，炭素税の導入や排出権構想が国

際的に議論されている。国内的には，環境基本法

やリサイクル法が制定され，地球温暖化防止行動

計画やポランタリープランが作成され，法的に強

制力のあるものから企業の自発的行動を促すもの

まで，いろいろな政策が実施されつつある(雄'0)。

また，1994年12月には中央環境審議会が２１世紀初

頭までを念頭にした環境基本計画を政府に答申

した。

国連（1993）のアンケートによれば，６２％の企

業が本国の環境規制の動向が多国籍企業の環境政

策に影響があると回答している。本国の規制は重

大な影響力があるが，これに対し産業界の自主的

な指針や受け入れ国の環境規制の影瀞は今のとこ

ろ少ないという結果になっている。

さらに，利子率も企業経営に大きな影響を与え

ている。利子率（金利）の水準は，現在の世代と

将来の世代との間の資源配分の決定に影響する。

高い利子率は，将来世代の人々の利益（経済的厚

生）を大きく割り引いてしまい，現在世代の人々

の利益を優先してしまうのである。「持続可能な

開発」では，将来世代の人々の生活を十分に考慮

することが求められており，利子率が高くなるこ

とは好ましくない。さらに，後述するように寡占

企業が環境問題で協調するためには，利子率が低

くなる必要がある。利子率が高くなるのには，い

くつかの原因がある。前述のように人々がマイオ

ピツクな考え方をするようになったり，高い経済

成長率を見込むということに加え，財政節度が喪

失し巨額の財政赤字が発生するというような事態

のもとでも，利子率は高くなるであろう。この点

で，1980年代の米国のレーガノミックスが，世界

的な高金利状態をもたらしたことは大いに問題と

すべきである。この状態は現在でも変わらないた

め，世界全体の資源配分は，地球環境問題の観点

からみて大いに歪んでいるといえよう。

３－２企業環境と企業経営

３－２－１企業環境の変化

地球環境問題と企業経営との関係を分析するた

めには，企業を取り巻く環境がどのようになって

いるのかを検討する必要がある。企業環境は，企

業経営に大きな影響を及ぼしているからである。

まず，市場の競争状態が問題となる。日本の主

要産業をみると，その市場の特徴は，完全競争の

概念で表されるような市場ではなく，また－つの

企業しか存在しない独占的市場でもない。むしろ，

自動車やエレクトロニクスといった産業では，少

数の企業が大きな市場シェアを占有し，互いにき

わめて厳しい競争を行なっている。このような産

業は，寡占産業と呼ばれる。寡占産業では，ライ

バル企業の行動が自社の行動に影響を与えると同

時に，自社の行動がライバル企業の行動に影響を

与えるのである。この意味で，寡占企業の行動に

は相互依存関係があり，寡占市場の分析にはゲー

ムの理論が適用される。

さらに地球環境問題と企業経営との関係を考慮

するとき，以下のようにさまざまな企業環境の変

化が生じている。

国際的な取り決めの例として，地球温暖化対策

としての気候変動枠組み条約，オゾン層破壊防止

のためのウィーン条約・モントリオール議定響，

海洋汚染防止のためのロンドン条約などがある。

また，国際標準化機構（ISO）による国際的な環

境管理・監査に関する規格の統一は，企業の環境
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の被害が増大するという場合である。とくに，地

球温暖化のように技術的解決が容易でない場合に

は，生産盆や消費愚を抑制しないと温室効果ガス

が一段と蓄積してしまうことが予想される。この

ような場合，環境を重視する消饗者は，人々の被

害状況を表す社会的費用を明示し，その饗用を価

格形成に反映させるように意識を変化させるであ

ろう。人々の生活環境が悪化して社会的費用が高

くなると，消費者は，その状態を改善するために

生産物の価格を筒〈して消費量を抑ilillすることを

選択するようになるのである。価格が社会的費用

を内部化するように形成されるのである(ｉｎ2)。消

費者がこのような考えになれば，企業経営面では

社会的費用を内部化するのが容易になるであろう。

しかし，寡占市場における企業は「囚人のジレン

マ」の状態にある。このため，ゲームの理論を応

用すると，寡占117場における企業が協調して社会

的費用を内部化するためには，消費者の意識の変

化とともに利子率が低くなければならないという

結論に達する。いずれにせよ地球環境問題に直面

すると，企業の社会的責任の内容は一段と拡張さ

れるのである。地球温暖化などのグローバルな大

問題の解決のためには，協調的な経営者によるイ

ニシアティブが十分意義をもつようになろう。日

本が世界に貢献できるとすれば，このような企業

活動が重要な柱の一つになろう。

３－２－２寡占市場における環境配慮型経営

消費者や地域住民の意識も企業環境の重要な構

成要素である。企業のステーク・ホールダー（利

害関係者）である消費者や地域住民の意識が変わ

れば，企業行動は変化する。環境保全に対する人々

の意識が高まれば，企業行動も環境に配慮したも

のとなる。ＩＭ１題なのは，欧米の消費者に比べ，Ｈ

本の消費者の意識が低いのではないかと思われる

点である。一般的にみて日本の企業が，エコ・ビ

ジネスにあまり積極的でない原因の一つがここに

あるように思える。そこで，寡占市場のもとで，

消我者や地域住民の環境意識が企業行動にどのよ

うな影響を与えるかを検討してみよう。

地球環境問題に対する消費者の意識は，２段階

に分かれると思う。第１段階は，企業の環境対策

によるコスト・アップは必要なものであり，環境

対策費用はマーケット・メカニズムを通して価格

に転嫁されるべきであるという考えである。その

例として列廃棄物のリサイクル費用やフロン対策

費用を価格に反映させるといったことがある。現

状の欧米の消費者はこの段階にあるといえよ

う:注'１)。

この場合，寡占市場では，企業の利潤は環境対

策を行なわないとき最大となる。しかし，この場

合には社会的費用（人々の受ける被害）も最大と

なり，社会全体の純便益は最小となり，問題が多

い。消費者の意識にもかかわらず企業がこのよう

な行動をとるのは企業が利益第１主義をとるから

である。ところで，もしある企業が単独で環境対

策を行なうと，社会全体の純便益は大きくなるが，

環境対策を行なった企業の利潤は減少する。この

場合，環境対策を行なわなかった企業は，フリー・

ライダーとなり利潤を増やすことができる。しか

し，すべての企業が消費者の意識を真剣に認識し

環境対策を行なえば，利潤は減少するが社会的費

用も減少し，社会全体の便益は最大となる。利潤

を多少犠牲にしても社会全体の厚生を高めようと

するのが企業の社会的責任となろう。この点で現

状から判断すると，企業の単独行動には限界があ

い関係する企業の協調的行動を誘発するような

政策が必要となっている。

第２段階は，環境問題が一層深刻になり，人々

３－２－３政府の役割

環境問題を考えるとき，政府は企業をとりまく

環境の一大構成要素である。既にみたように多国

籍企業の環境政策には本国政府の動向が大きく影

響していた。具体的には，環境基準，環境規制，

法律，司法制度，政治的風土，企業と政府との関

係などが企業経営に影響を及ぼすのである。

表７は，国連（1993）が環境問題を中心にして

企業経営と政府の活動がどのように関連している

かをまとめたものである。第１段階では，企業は

公害規制に追随する経営を行なう。発生した公害

が環境に被害を及ぼさないように公害防止が主体

となる。政府は直接規制を行なうが，規制が遵守

されるためには強力な行政力が必要となる。それ

と同時に，政策の実効性を高めるためには，規制
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表７環境・健康・安全のための企業経営の４つのレベル

経営の段階 企業活動 関連する政府活動

１規制追随型経営

（受動的企業）

生産の蛾終段階で解決

公害防止対策の実施

モニタリング

規制遵守報告響の作成

訓練，緊急時対策

直接規制

現実的な規制

規制づくりに企業も関与

規制についての公報

強力な公害行政の執行

内部監査の実施

公害予防

廃棄物最少化

広報活動

省エネ

グリーン会計

２予防的経営

(リーンで用心深い

企業）

企業の偶発憤務の増加（罰則

の強化，訴訟の容易化）

ごみ処理・廃棄物処理の規制

地域住民の知る権利

省エネ規制

課税，排出権市場の創設

人々との対話

外部監査

情報公開

計画段階から検討

「揺り髄から墓場まで」政策

グリーンな研究開発

環境目標の設定

３戦略的環境経営

（機会追求型企業）

規制の漸進的強化

グリーン・ラベルの促進

グリーン消費者・投資家支援

市場機榊を利用した規制

産業界の自主規制の促進

研究開発について減税

４持続可能な開発

型経営

(鋭敏な企業）

途上国での計画

倫理的販売政策

国際的悩報公開

気象変動政策

植林政策

世界的政策

国際的監査

国際的な情報普及活動

産業団体の国際的指針の作成

環境基準・規制の国際的統一

国際的課税

先進国が途上国の環境行政の

立案に協力。政府，国際機関，

業界団体の協力

(資料）国連（1993）をもとに若干追加

づくりに企業も関与する必要がある。

第２段階は，公害発生を予防する経営である。

現在世界の多国籍企業は大部分がこの段階に移行

しつつある。この背景には，罰則の強化に加え北

米企業を中心に裁判費用が増加しているため企業

の偶発債務が増加していることがある。具体的に

は，廃棄物の処理が重要な企業目標となっており，

国連のアンケートによると，約１／３の企業が公

害の削減・除去費用を考慮したグリーン会計制度

を導入している。また，経営者が情報を把握する

ために内部監査が実施されるとともに，地域住民

の知る権利が嵩iめられると，企業の広報活動が活

発となる(塵'３１。政府の規制には，市場メカニズム

を重視した課税や排出権市場の創設が導入ざ

れる゜

第３段階になると，第３段階になると，企業は環境を戦略的に用い，

エコ・ビジネスをてこに企業成長をめざすのであ

る。環境目標が明確となり，環境政策が計画，研

究開発，投資といった企業の主要活動と結びつき，

トップ主導の総合的な経営のりオリエンテーショ

ンが展開される。外部監査が実施されるとともに，

企業は情報公開を積極的に行い，企業イメージを

高める。製品のライフサイクル・コストが重視さ

れる。政策面では，人々の環境意識を深めること，

産業界の自主規制を促進させることなど，企業が

環境政策を遂行しやすくなるよう環境整備をする

ことに重点がおかれる。この結果，多くの先端的

企業は協調して環境対策を行なうようになるであ
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ろう。

第４段階は，持続可能な開発を追求する経営で

ある。第１段階から第３段階までの経営も持続可

能な開発に寄与しているが，第４段階は，途上国

での活動をも考慮した経営のあり方を示すもので

ある。現在，途上国でも先進国と同じ厳しい国際

的統一基準を設定したり，世界レベルでの環境監

査を実施している企業は極めて少数である。温暖

化や熱帯雨林の問題に対し明確な政策を打ち出す

必要がある。政策的には，環境基準の国際的統一

が必要となろう。また，炭素税などの国際的ハー

モナイゼイシヨンが必要となろう。そのためには

各国政府，国際機関，業界団体の協調が重要とな

ろう。さらに，環境行政の立案にあたって，先進

国政府が途上国政府に協力することも重要であ

ろう。

はますます便利になり快適になったのである。し

かし，これからは便利なことが必ずしも快適さに

結びつかなくなる。このため，競争一辺倒でなく，

協調すべきことは協調するということが必要とな

る。これは，企業経営ばかりでなく人々のライフ

スタイルについてもいえることである。使い捨て

に代表される便利な生活は，ごみの集積を考えれ

ば必ずしも`快適な生活を保証するものではなくな

る。皆が使い捨てを改め，少々不便になってもか

まわないと思えば，ごみは減るであろう。自動車

は利便性の高い輸送手段であるが，温暖化を考え

れば鉄道やバスといった大量交通手段を利用した

ほうが社会全体として快適な生活が送れるので

ある。

このようにみると，最も重要なのは人々の意識

がどのように環境配慮型へと転換するかであろう。

この点で最近の価格破壊という動きは，人々の意

識転換に水をさす可能性がある。単に価格が安け

ればよいという企業環境は，企業がなんとか協調

して環境対策を行なおうとする努力の芽を摘んで

しまうのである。地球環境問題を考えるとき，価

格は社会的費用を反映してコストを上回らなけれ

ばならないのである。環境の維持のためには，消

費者は高い価格を受け入れるよう心の準備をする

ことが必要となっているのである。

むすぴ

一般的に公害という問題は，技術的外部性と負

の公共財的性質をもっている。このため，公害問

題が生じると市場機構は資源の効率的配分を達成

できなくなり，いわゆる市場の失敗が生じる。政

府の市場への介入が必要となり，直接規制や課税

(価格メカニズムを利用した間接的規制）が導入

される。この場合，企業経営は行政サイドの規制

に受動的に対応するだけである。1970年代の企業

の公害対策はこの典型例であった。

われわれが直面している地球環境問題は，その

広がりと複雑さからみて，従来の公害問題とは大

きく異なっており，政府による規制だけでは十分

とは思えない。企業経営者，従業員，消費者，地

域住民というステーク・ホールダーの積極的参加

が不可欠になっている。企業が協調して環境対策

を行なうようになるためには，政府の環境政策に

よるバックアップとともに，企業経営の変革や人々

の意識変革が重要であることが明らかになった。

人々が環境に対する意識を高め，企業が社会的責

任を重視する，この２つの事象が相互に影響しあ

うと，環境問題は，人々の自発的行動を通じて，

全体として改善に向うのである。

これまでわれわれは，厳しい競争を通じて所得

を増やし生活水準を向上させてきた。人々の生活

〔注〕

（１）堀内（1981)を参照

（２）宇沢・國則編（1993)を参照

（３）浅子・堀内（1993)，浅子・國則・松村（1994）

を参照

（４）環境庁の調査は，1993年９月に実施，調査対

象は１部・２部上場の2080社，回答数は558社（回

答率26.8％）である。

（５）国連（1993）の調査は，1991年に実施．調査

対象は売上が10億ドル以上の794の多国籍企業，回

答数は169杜（回答率21.3％）であり，回答会社の

地域榊成は，アジア（３５％ハヨーロツバ（33％)，

北米（33％）である。

（６）高橋洋一郎（1991）参照

（７）開銀の調査は，1992年８月実施，対象は資本

金10億円以上の2754社（金融・保険を除く），回答
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数1304社（回答率47.3％）である。

（８）Ｊ・Davis（1991）参照

（９）Ｆ・ケアンクロス（1992）参照

(10）住友化学（1994）参照

(11）日本でも分野によっては欧米に近付きつつあ

る。日本電機工業会がまとめたアンケート調査に

よると環境に配慮した家電製品であれは，値段が

高くても購入するという人が73％となっており，

消費者の意識は蔚実に高まっている（Ｈ本経済新

聞1994.4.30)。「環境基本計画」の答申（1994.

12.9）では，廃棄物を可能なかぎりリサイクルす

る循環型経済社会の実現が目標となっているが，

具体的な数値は明示されていない。

(12）炭素税などの課税によっても社会的費用は内

部化される。大きな問題に対しては国の政策によ

る解決が基本となるが，環境問題はさまざまであ

り，ここでは，政漿と同じ程度に民間のイニシア

ティブも重要であるという考えに立っている。

(13）自主的に内部監査を実施している企業は３社

に１社ある（日本経済新聞1994.11.29)。

題に対するわが国企業の対応」開銀「調査」第169
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